
11兆5,302億円令和6年度要求・要望額
）1兆5,216億円（前年度予算額

(参考)被災した児童生徒に対する心のケアや学習支援のため、教職員定数【495人】を
別途要求(11億円)【復興特別会計】

教科指導の専門性を持った教師による小学校における高学年の教科担任制の強化や、小学校における35人学級の計画的な整備等を図り、義務教育９年間
を見通した指導体制による新しい時代にふさわしい質の高い教育の実現を図るとともに、学校における働き方改革、複雑化・困難化する教育課題へ対応するため、
教職員定数5,910人の改善を要求。さらに、定年引上げに伴う特例定員を活用した定数改善の前倒しにより、教師を取り巻く環境整備を加速化する。
また、教師の給与体系の改善に向けた検討を進めつつ必要な処遇を改善する。
・教職員定数の改善 ＋128億円（＋5,910人） ・定年引上げに伴う特例定員 ＋105億円（＋4,857人） ・教職員定数の自然減等 ▲168億円（▲7,776人）
・教員給与の改善 ＋８億円 ・定年引上げ等に伴う給与増 +13億円 計 対前年度 +86億円

○小学校における35人学級の推進 ＋3,171人
令和3年3月の義務標準法の改正を踏まえ、令和7年度までに小学校の35人学

級を計画的に整備するため、令和６年度は、第５学年の学級編制の標準を35人
に引き下げる。
（学級編制の標準の引下げに係る計画）

※少人数学級等の実施のために措置している加配定数の一部振替を含む。
（参考）35人学級等の効果検証に必要な実証研究を令和４年度から実施中。

○小学校高学年における教科担任制の強化 ＋1,900人
学習が高度化する小学校高学年において、各教科の系統性を踏まえながら、専

門性の高い教科指導を行い教育の質の向上を図るとともに、教員の持ちコマ数軽
減など学校の働き方改革を進めるため、地域や学校等の実情に応じた取組が可能
となるよう専科指導教員の計画的な配置充実を図る。
なお、令和４年度から４年程度をかけて段階的に進める予定を１年前倒しで実

施することにより取組の強化を図る。（改善見込総数は3,800人程度）

（小学校高学年における教科担任制に係る改善数）

（優先的に専科指導の対象とすべき教科）
外国語、理科、算数、体育

※小中一貫・連携教育の観点からの中学校教員の活用も想定。

①中学校における生徒指導や不登校特例校等への支援 +200人
②離島や過疎地域を含む小規模校への支援 ＋30人
③チーム学校や学校DXの推進に向けた運営体制の強化 ＋100人
（主幹教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員の配置改善）

④貧困等に起因する学力課題の解消 +70人

上記のほか、令和５年度からの定年引上げに伴う特例定員（4,857人）を
活用した定数改善の前倒し（ex.小学校35人学級、通級指導等の基礎定数化）。

④教師の職責等を踏まえた処遇改善

新しい時代の学びの環境整備（義務教育費国庫負担金）
～小学校高学年における教科担任制の強化と35人学級の計画的整備～

教師の給与体系の改善については、骨太方針2023に基づき、具体的な制度
設計を進めつつ、職務の負荷や職責を踏まえ、先行して以下の処遇改善を図る。

〇教育課題への対応のための基礎定数化関連 ＋439人
（H29.3義務標準法改正による基礎定数化に伴う定数の増減）
発達障害などの障害のある児童生徒への通級指導の充実 ＋744人
外国人児童生徒に対する日本語指導教育の充実 ＋122人
初任者研修体制の充実 ▲116人
※基礎定数化に伴う定数減等 ▲311人

①主任手当の額の改善 ＋４億円（令和７年１月からの３か月分）
②管理職手当の額の改善 ＋４億円（令和７年１月からの３か月分）

R７R６R５R４R３年度
小６小５小４小３小２学年

②少人数によるきめ細かな指導体制の計画的な整備等 3,610人①小学校高学年における教科担任制の強化 1,900人

R6要求R5R4年度
1,900950950改善数

③様々な教育課題への対応や、特例定員の活用 400人 ＋ 4,857人

※「不登校特例校」については、令和５年８月３１日に「学びの多様化学校」に改称。

資料４ー２



補習等のための指導員等派遣事業 188億円令和6年度要求・要望額
）91億円（前年度予算額

教師と多様な人材の連携により、学校教育活動の充実と働き方改革を実現
多様な支援スタッフが学校の教育活動に参画する取組を支援

児童生徒の学習サポート
• TT 指導(team-teaching)や習熟度別
学習、放課後の補習など発展的な学習
への対応

• 外国人児童生徒等の学力向上への取組

教師の指導力向上等
• 校⾧経験者による若手教員への
授業指導

• 子供の体験活動の実施への支援

【 新規 】 副校⾧・教頭マネジメント支援員の配置

児童生徒一人一人にあったき
め細かな対応を実現するため、
学校教育活動を支援する人
材の配置を支援。また、教職
に関心のある学生の積極的な
活用を推進することで、教職
への意欲を高める。

事業内容

退職教員、教師志望の学生をはじめとする大学生、学習塾
講師、NPO等教育関係者等、地域における幅広い人材

都道府県・指定都市 国1/3
都道府県・指定都市2/3

地域の人材
（卒業生の保護者など）

都道府県・指定都市 国1/3
都道府県・指定都市2/3

副校⾧・教頭の厳しい勤務実
態を踏まえ、その学校マネジメン
ト等に係る業務を専門的に支援
するための人材の配置を支援

退職教員、教育委員会
勤務経験者、
民間企業等での事務経
験者 等

都道府県・指定都市 国1/3
都道府県・指定都市2/3

教員業務支援員の配置 【 拡充 】

学習指導員等の配置（学力向上を目的とした学校教育活動支援） 【 拡充 】

学校生活適応への支援
• 校内教育支援センターへの配置等に
よる不登校児童生徒への支援

進路指導・キャリア教育
• キャリア教育支援、就職支援のため
の相談員の配置

• 専門家による出前授業の実施に向
けた調整等

想定人材 実施主体 負担割合

事業内容
想定人材

実施主体 負担割合

事業内容 想定人材

実施主体 負担割合

概算要求額 : 45億円 (36億円) 
人 数 : 13,800人（11,000人）

教師の負担軽減を図り、教師が児童生徒への指導や教材研究等により注力で
きるよう、学習プリント等の準備や来客・電話対応、行事や式典等の準備補助
等をサポートする教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ）の配置を支援

概算要求額 : 17億円 (新規)
人 数 : 2,350人（新規）

概算要求額 : 126億円 (55億円) 
人 数 : 28,100人（12,950人）

教職員の勤務管理事務の支援、
施設管理、保護者や外部との連絡
調整、学校徴収金等の会計管理 等

（業務内容のイメージ）



行政による学校問題解決のための支援体制の構築に向けたモデル事業

背景・課題

 市区町村教育委員会等に、学校管理職ＯＢ等による学校問題解決支援コーディネーター（仮称）
を配置。学校や保護者等から直接相談を受け付けるとともに、申し立てに応じ、両者から事情を
必要に応じて聴取し、専門家の意見も聞きながら、事案ごとに解決策を整理・提示する。

 適切な専門家を学校に派遣し、専門的な立場から解決に向けた助言を行う。

事業内容

令和6年度要求・要望額 2億円
（新規）

①市区町村における学校・保護者等間の問題解決支援体制の構築

 社会環境が多様化、複雑化する中で、保護者や地域からの過剰な苦情や不当な要求など、学校だけでは解決が難しい事案について学校運営上
の大きな課題との認識が強まっており、経験豊かな学校管理職ＯＢ等の活用も含め、様々な専門家と連携した行政による支援が必要。

 分野横断的な問題については、福祉等の首⾧部局との連携により、共に解決に当たる仕組みが必要。

学校問題解決支援コーディネーター（仮称）を中心に、様々な専門家も参画する体制を整備。
学校のみによる対応としない、行政による学校問題解決のための支援体制の構築を目指す。

＜委託先＞ 市区町村 ＜件数・単価＞ ４７団体×約４００万円（単年）

②都道府県における広域的な学校への支援体制の構築

 都道府県教育委員会等に、学校管理職ＯＢ等による学校問題解決支援コーディネーター（仮称）
を配置。域内市区町村の学校や保護者等から直接相談を受け付けるとともに、適切な専門家を
学校に派遣し、専門的な立場から解決に向けた助言を行う。

 学校問題解決支援コーディネーター等が市区町村教育委員会や学校を訪問するアウトリーチ型
の巡回相談会や、指導主事や教職員等を対象とした研修会の定期的な開催等を通じ、対応に
係る知見を共有・蓄積するとともに、各市区町村関係者のネットワーク構築を図る。

＜委託先＞ 都道府県 ＜件数・単価＞ １０団体×約５００万円（単年）

市区町村教育委員会

専門家チーム

学校問題解決支援
コーディネーター、
ＳＣ、ＳＳＷ、

弁護士、医師 等
相談

保護者等 学校

相談

首⾧
部局

派遣・助言

解決策の整理・提示

※教育委員会に委託した場合のイメージ図

相談会・研修

都道府県教育委員会

専門家チーム

ＳＣ、ＳＳＷ、
弁護士、医師 等

相談

保護者等

学校・
市区町村

教育委員会

知事
部局

派遣・助言

学校問題解決支援
コーディネーター、 相談



3

部活動の地域連携や地域スポーツ・文化クラブ活動移行
に向けた環境の一体的な整備
方向性・目指す姿

事業内容

49億円令和6年度要求・要望額
）28億円（前年度予算額

Ⅰ.地域クラブ活動への移行に向けた実証事業 27億円（11億円）

※2 コミュニティ・スクール（学校運営協議会）等の仕組みも活用
※1 補助割合について、都道府県又は指定都市の場合は、国1/3、都道府県・指定都市2/3。

 「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる。」という意識の下、地域
の実情に応じスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差を解消。

 少子化の中でも、将来にわたり我が国の子供たちがスポーツ・文化芸術に継続して親しむことが
できる機会を確保。学校の働き方改革を推進し、学校教育の質も向上。

 自己実現、活力ある社会と絆の強い社会創り。部活動の意義の継承・発展、新しい価値の創出。

 地域の実情に応じた持続可能で多様なスポーツ・文化芸術環境を整備し、多様な体験機会を確保。

＊ 本資料における「スポーツ」には障害者スポーツを、「文化芸術」には、障害者芸術を、「中学校」には特別支援学校中学部等を含む。
体制例は、あくまでも一例である

各都道府県・市区町村の地域スポーツ・文化芸術活動の推進体制等の下で、コーディネーターの配
置を含む運営団体・実施主体等の体制整備、指導者の確保、参加費用負担への支援等に関する実
証事業を実施し、国において事業成果の普及に努めるとともに、全国的な取組を推進する。

（１）地域クラブ活動への移行に向けた実証 ※取組例

面的・広域的
な取組

内容の充実
参加費用負担
支援等

関係団体・分野との連携強化
・ スポーツ協会、競技団体、文化芸術
団体、大学、企業等

・ スポーツ推進委員、 地域おこし
協力隊

・ まちづくり・地域公共交通

体制整備 指導者の質の
保障・量の確保

・ 人材の発掘・マッチング・配置
・ 研修、資格取得促進
・ 平日・休日の一貫指導
・ ICTの有効活用

・ 複数種目、シーズン制
・ 体験型キャンプ
・ レクリエーション的活動

・ 地域クラブ活動の拡大
・ 市区町村等を超えた取組

・ 困窮世帯の支援
・ 費用負担の在り方

学校施設の
活用等

・ 効果的な活用や
管理方法

・ 関係団体・市区町村等との連絡調整
・ コーディネーターの配置、地域学校協働

活動推進員等との連携の在り方
・ 運営団体・実施主体の体制整備や質の

確保

部活動指導員の配置を充実 【16,500人（運動部:13,000人、文化部:3,500人）】

Ⅱ.中学校における部活動指導員の配置支援 18億円（14億円）

各学校や拠点校に部活動指導員を配置し、教師に代わる指導や大会引率を担うことにより、生徒のニー
ズを踏まえた充実した活動とする。 （補助割合:国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3）※1

上記の施策を支える新たなスポーツ環境の構築のため、以下の取組を実施。
・公立中学校の施設の整備・改修を支援(用具保管の倉庫設置、スマートロック設置に伴う扉の改修等)
・指導者養成のための講習会や暴力等の根絶に向けた啓発活動の実施等。
・大学生が卒業後も継続的に地域の中学生の指導に当たる仕組みを構築。
・多様なニーズに対応した中学生年代の都道府県大会等の創設・開催を支援。

Ⅲ.地域における新たなスポーツ環境の構築等 4億円（3億円）

※ 実証事業２年目となる地域クラブ活動は、原則、国費だけではなく、一定の割合の受益者負担や行政・関係団体の自主財源からの
支出、企業等からの寄付などとの組み合わせにより、持続的に活動することを前提とした仕組みを構築し、検証。
※ 平日・休日の一貫指導や市区町村を超えた取組など、地域の実情に応じた最適化・体験格差の解消を図る意欲的な取組を充実。

令和５年度

・事例創出・課題の洗い出し、課題解決策の検討・試行、地域クラブ活動のモデル・プロセスの分析
・成果の普及、進捗状況の検証、地域クラブ活動の整備促進、全国的な取組の推進

・ガイドラインの見直し
・更なる支援方策の検討

改革推進期間

令和８年度
地域クラブ活動の充実

令和６年度 令和７年度

★ 重点地域における政策課題への対応
地域スポーツ・文化芸術環境の整備に先導的に取り組む地域を重点地域として指定し、政策課題への
対応を推進する。

・多様なスポーツ・文化芸術体験の機会の提供
・高校との連携やジュニアからシニアまでの多世代での取組
・スクールバスの活用や地域公共交通との連携
・不登校や障害のある子供たちの地域の学びの場としての役割
・トレーナーの活用を含めた安全確保の体制づくり

・体育・スポーツ・文化芸術系の大学生、パラアスリー
ト等を含むアスリート・アーティスト人材等の活用

・学校体育施設の拠点化や社会体育施設との一体
化などによる地域スポーツの活動拠点づくり

・企業版ふるさと納税等を含む民間資金の活用 等

（２）課題の整理・検証、地域クラブ活動のモデル・プロセスの分析、地域クラブ活動の整備促進等
・ 事業成果の普及方策、地域クラブ活動の整備の進展に伴う新たな課題の整理・解決策の検討
・ 運営形態の類型や競技ごとの地域クラブ活動のモデル・プロセス、組織マネジメント等の分析・検証
・ 単一自治体での対応が困難な場合の地域クラブ活動の整備促進方策の検討 等

（単体の）部活動

指導

地域の人材

○○中学校

合同部活動

指導

地域の人材
○○中学校

□□中学校△△中学校

※直ちに①②のような体制を整備
することが困難な場合

学校部活動の
地域連携※２

部活動指導員
部活動指導員

市区町村

スポーツ・
文化芸術団体 大学 民間

事業者
地域学校
協働本部

地域クラブ活動

指導者

参加

○○中学校 ◆◆中学校△△中学校

連携 総合型
地域スポーツクラブ

民間事業者等

指導指導

地域クラブ活動

参加

○○中学校 ◆◆中学校△△中学校

休日の
地域クラブ活動

体制例

方向性

 子供や大人、高齢者や障害者の参加・交流を推進する地域スポーツ・文化
芸術活動の中に部活動を取り込む。ウェルビーイングの実現、まちづくりの推進。

＜主な政策課題＞



①不登校児童生徒の学びの場の確保の推進
・不登校特例校（※）の設置準備に加え、新たに設置後の運営支援

※名称変更予定 （設置準備:20校、設置後:10校） 【拡充】
・校内教育支援センター（SSR）の設置促進（3,600校） 【新規】
・在籍校とつないだり、自宅にいる児童生徒・保護者へ学習・相談支援を行うための
教育支援センターのICT環境の整備(600ヶ所) 【新規】

・教育支援センターにおける多様な相談・支援体制の強化等（中核市を追加）【拡充】

②スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置充実
・SCの配置（全公立小中学校 27,500校、週４時間）
SSWの配置（全中学校区 10,000校、週３時間）

・重点配置校数の拡充 (SC:7,200→7,800校、週8時間)
(SSW:9,000→10,000校、週6時間) 【拡充】

・上記のうち、より課題を抱える重点配置校の配置時間充実
(SC・SSW:2,000校、週2日8時間) 【新規】

・不登校特例校におけるSC・SSWの配置充実（週5日） 【新規】
・オンラインを活用した広域的な支援体制整備（全都道府県・政令指定都市）

③SNS等を活用した教育相談体制の整備推進

誰一人取り残されない学びの保障に向けた
不登校・いじめ対策等の推進

114億円令和6年度要求・要望額
）85億円（前年度予算額

目標
○ 「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策（COCOLOプラ
ン）」（令和5年3月）や「経済財政運営と改革の基本方針2023」（令和5年
6月閣議決定）等に基づき、こども家庭庁等の関係機関とも連携を図りながら、
誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校・いじめ対策等を推進する。

背景・課題
○ 近年、いじめの重大事態の発生件数、不登校児童生徒数、児童生徒の自殺者

数等が増加傾向にあり、また、不登校が⾧期化しているにもかかわらず、学校内外の
専門機関等で相談・支援を受けていない小・中学生が4.6万人に上るなど、様々な
困難を抱える児童生徒等に対する支援が喫緊の課題。

①いじめ・不登校等の未然防止に向けた魅力ある学校づくりに
関する調査研究

・１人１台端末等を活用した「心の健康観察」の全国の学校での導入推進
（全都道府県・指定都市等） 【新規】

・保護者への相談支援やアウトリーチ等の地域の総合的拠点機能形成
（全都道府県・指定都市） 【新規】

・自殺予防教育の指導モデル開発 【新規】
・いじめ重大事態調査の運用改善に向けた調査研究 【新規】
・心理・福祉に関する教職員向けの研修プログラムの開発 【新規】
・経済的に困窮した家庭の不登校児童生徒に対する経済的支援の在り方
に関する調査研究

②スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの常勤化
に向けた調査研究

・学校外からのいじめ解消アプローチ
・いじめ調査アドバイザー
・こどもの多様な居場所づくり 等

こども家庭庁 主に首⾧部局を通じた対応 いじめ防止対策に関する関係府省
連絡会議

 いじめ重大事態の情報共有
 誰一人取り残されない学びの保障

に向けた不登校対策推進本部

専門家を活用した教育相談体制の整備・関係機関との連携強化等
10,071百万円（8,461百万円）

文部科学省 ＜令和6年度概算要求の概要＞主に教育委員会を通じた対応

いじめ対策・不登校支援等に関する調査研究【委託】
1,323百万円（50百万円）

【関連施策】
▶公立学校施設の整備、私立学校施設・設備の整備の推進
▶不登校児童生徒個々の実情に対応するために必要な支援に係る教員の加配措置
▶学習指導員等の配置
▶スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置
（私立）私立高等学校等経常費助成費補助金（特別補助）

▶養護教諭等の業務支援体制の充実
▶夜間中学の設置促進・充実
▶高等学校における教育の質確保・多様性への対応に関する調査研究
▶各学校・課程・学科の垣根を超える高等学校改革推進事業

※「不登校特例校」については、令和５年８月３１日に「学びの多様化学校」に改称。



公立学校教員のメンタルヘルス対策に関する調査研究事業

〇令和３年度の精神疾患による病気休職者数は、5,897人（過去最多）
→休職期間中の給与保障や代替教員等の配置による財政的負担も伴う

〇昨今、全国的に教師不足の状況（令和３年度始業日時点で、公立小・中学校等で2,558人が不足）

→臨時的任用教員等の確保も難しい中、病気休職者の増加は学校現場や児童生徒に
対する教育への影響や、教職の魅力低下につながる恐れがある

背景・課題

（出典）公立学校教職員の人事行政状況調査事業内容

0.7億円令和６年度要求・要望額
（前年度予算額 0.7億円）

（具体的な取組）
 関係者会議の設置（自治体担当者、医療・心理の専門家、学校管理職等で構成）

メンタルヘルス対策に関する情報共有と事業計画の立案・実施、効果検証等の中心的な役割
 教員の精神疾患による病気休職の原因分析
 域内の学校におけるメンタルヘルス対策のモデル事業の実施及び効果検証

・セルフケア（セルフストレスチェック等）の促進、ラインケアの充実
・ICT（心拍数の測定等）やSNS（オンライン相談等）等を活用したメンタルヘルス対策
・相談員（精神科医・公認心理師・臨床心理士等）を活用した相談体制の充実 等

１．教育委員会における病気休職の原因分析・モデル事業の実施

 件数・単価:5団体（都道府県・市町村教育委員会）×約1,100万円
 内容 : 令和５年度で構築した体制や取組内容・成果等を踏まえ、

より詳細な原因分析や実効的な取組の充実・深化を図る。

２．モデル事業の分析・助言、横展開に向けた取組（新規）

 件数・単価:１団体（民間企業等）×約870万円

〇各教育委員会において、専門家等と協力しながら、病気休職の原因分析や、メンタルヘルス対策及び労働安全衛生体制の活用等に
関するモデル事業を実施し、教員のメンタルヘルス対策に関する事例の創出や効果的な取組の研究を行う。

〇実施期間:令和６年度～令和７年度（予定）

（具体的な取組）
 推進委員会の設置・運営（専門家、学識者、企業関係者、教育委員会関係者、学校管理職等で構成）
 各取組の進捗管理・連絡調整、推進委員会と連携した委託自治体への提案・助言
 各取組の事業成果等を体系的に整理・分析、横展開に向けた方策の検討 等

都道府県/市町村

モデル自治体（市町村）/
モデル校

報
告

選
定

■関係者会議の設置
（事業の検討・効果検証）
■病気休職の原因分析

■モデル事業の実施
・セルフケア等の促進・充実
・相談体制の充実
・ICT等の活用 等

【事業のイメージ図】

民間企業等 文部科学省

事業実施に
関する相談

進捗管理、提案・助言、
事業成果等の整理・分析

連携

推進委員会
（専門家）


